
特 記 仕 様 書 

 

１ 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置」について 

ア 妨害又は不当要求に対する通報義務 

受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照

らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨

げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は

入札参加資格を停止することがある。 

イ 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了す

ることができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 

 

２ その他 

ア 応札にあたっては現地確認が必要な場合、担当者に連絡のうえ、日時等を調整のうえ

来校願います。 

イ 別記仕様には、機器等の設置及び調整等含む。その他の費用は全て落札者負担とする。 

ウ この仕様に定めなき事項については、その都度本校との協議のうえ決定する。なお、

仕様書に記載のない細目であっても本業務を履行するうえで当然に必要なことは、本校

の指示に従うこと。 

エ 作業日・方法等は、受注者は作業に入る前に、担当者に連絡協議すること。 

オ  学校生活に支障のないよう作業を実施すること。（特に歩行の障害物、音には注意する

こと） 

カ 本業務において発生した既存機器等の廃材、梱包材等については、受注者の責任にお  

 いて適正に処分すること。 

キ その他作業上で疑義を生じた場合は、学校と協議のうえ、指示を受けること。 

 

 

☆ 担当者 

岐阜県立岐阜盲学校 事務 吉田 （TEL：058-262-1255） 


